
お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

お
知
ら
せ

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

募
集
し
ま
す
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障
害
基
礎
年
金

市
役
所
国
保
年
金
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
２
８

１
０
０
１
０
３
０

　

病
気
や
け
が
が
原
因
で
障
害
が

残
っ
た
場
合
、
初
診
日
（
初
め
て

医
師
の
診
療
を
受
け
た
日
）
が
国

民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
期
間
内

で
あ
れ
ば
、
申
請
す
る
と
障
害
基

礎
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

●
受
給
要
件

次
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

①
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
要
件

　

初
診
日
が
20
歳
未
満
で
あ
る
場

合
を
除
き
、
初
診
日
の
前
日
に
お

い
て
、
初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々

月
ま
で
の
被
保
険
者
期
間
の
う

ち
、
保
険
料
納
付
済
期
間
（
免
除

期
間
を
含
む
）
が
３
分
の
２
以
上

あ
る
、
ま
た
は
直
近
１
年
間
に
保

険
料
の
未
納
が
な
い
こ
と
。

②
障
害
等
級

　

初
診
日
か
ら
１
年
６
カ
月
を
経

過
し
た
日
（
そ
れ
以
前
で
症
状
固

定
し
た
場
合
は
当
該
日
）、
ま
た

は
20
歳
に
達
し
た
日
、
あ
る
い
は

そ
の
後
65
歳
に
達
す
る
前
ま
で
に

障
害
の
程
度
が
国
民
年
金
法
の
１

級
ま
た
は
２
級
の
障
害
状
態
で
あ

る
こ
と
。　

※
身
体
障
害
者
手
帳

の
障
害
等
級
と
は
異
な
り
ま
す

●
支
給
年
金
額

１
級
…
97
万
５
１
２
５
円

２
級
…
78
万
１
０
０
円

※
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当

す
る
子
が
い
る
場
合
、
額
が
加

算
さ
れ
ま
す　

①
18
歳
到
達
年

度
の
末
日
ま
で
の
子
②
障
害
等

級
が
１
級
ま
た
は
２
級
の
状
態

に
あ
る
20
歳
未
満
の
子

加
算
額　

第
１
子
・
第
２
子
…

各
22
万
４
５
０
０
円
、
第
３
子

以
降
…
各
７
万
４
８
０
０
円

●
申
請
先

・
第
１
号
被
保
険
者
期
間
中
、
20

歳
未
満
ま
た
は
60
歳
以
上
65
歳

未
満
の
間
に
初
診
日
が
あ
る
方

…
市
役
所
国
保
年
金
課

市
外
へ
進
学
す
る
場
合
は

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
を

市
役
所
国
保
年
金
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
１
２

１
０
０
１
０
０
６

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
の
子
ど
も
が
、
修
学
の
た

め
に
親
元
を
離
れ
、
転
出
す
る
と

き
は
、
引
き
続
き
市
の
保
険
証
を

使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
届
け

令
和
２
年
度
一
時
保
育
の

申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

市
役
所
保
育
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
９
７

１
０
０
６
１
６
３

　

一
時
保
育
と
は
、
保
護
者
の
労

働
、
病
気
、
育
児
疲
れ
な
ど
で
家

庭
で
の
保
育
が
一
時
的
に
困
難
と

な
る
場
合
に
利
用
で
き
る
保
育

サ
ー
ビ
ス
で
す
。

▼
実
施
保
育
園　

左
表
▼
申
し
込

み　

２
月
３
日
（月）
か
ら
、
申
込
書

に
記
入
の
上
、
対
象
児
童
と
一
緒

に
利
用
し
た
い
保
育
園
へ
（
用
紙

は
市
役
所
保
育
課
、
実
施
保
育
園

に
あ
り
ま
す
。
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま

す
）　

※
費
用
は
児
童
の
年
齢
や
利
用
時

間
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
市
役

所
保
育
課
、
実
施
保
育
園
で
配

布
す
る
し
お
り
や
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

※
園
に
よ
り
利
用
で
き
る
時
間
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
利
用

し
た
い
保
育
園
で
受
け
入
れ
状

況
と
注
意
事
項
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い

保育園名 電話番号
子生和保育園 0587(32)7824
高御堂中央保育園 0587(21)2230
牧川保育園 0587(97)4410
( 私 ) みのり保育園 0587(32)6810
( 私 ) 信竜保育園 0587(32)7700
( 私 ) 明治保育園 0587(36)5630

一時保育　実施保育園

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

●
学
校
の
防
犯
の
た
め
に

稲
沢
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
様

（
朝
府
町
）

　
　

防
犯
カ
メ
ラ
（
カ
メ
ラ
３

台
、
レ
コ
ー
ダ
ー
１
台
）

●
福
祉
の
た
め
に

ユ
ー
シ
ン
Ｓ
Ｌ
㈱
様（
陸
田
町
）

　
　

10
万
円

●
消
火
活
動
の
た
め
に

日
本
デ
イ
リ
ー
ネ
ッ
ト
㈱
様

（
茨
城
県
筑
西
市
）

　
　

消
火
栓　

１
基　

　
　

消
防
水
利
標
識　

１
本

㈲
サ
カ
イ
ユ
ニ
ッ
ク
様

（
一
宮
市
末
広
一
丁
目
）

　
　

消
火
栓　

１
基　

　
　

消
防
水
利
標
識　

１
本

福
祉
医
療
費
の
助
成

市
役
所
国
保
年
金
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
２
５

１
０
０
６
１
７
４

●
償
還
払
い
で
医
療
費
を
支
給
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

県
外
で
受
診
し
た
場
合
な
ど

は
、
医
療
費
を
い
っ
た
ん
自
分
で

負
担
し
、
後
日
申
請
に
よ
り
払
い

戻
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
医

療
費
の
払
い
戻
し
の
申
請
を
し
て

い
な
い
方
は
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
（
受
診
し
た
月
か
ら
５
年
が

経
過
し
て
い
る
も
の
は
、
時
効
に

よ
り
請
求
で
き
ま
せ
ん
）。

▼
対
象　

県
外
の
医
療
機
関
で
の

医
療
費
、
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療

の
障
害
者
総
合
支
援
法
に
お
け
る

精
神
通
院
に
該
当
す
る
方
の
精
神

通
院
医
療
費
な
ど
▼
申
請
に
必
要

な
も
の　

領
収
書
、
印
鑑
、
預
金

通
帳
な
ど
振
込
先
の
分
か
る
も

の
、
健
康
保
険
証
、
医
療
費
受
給

者
証
（
持
っ
て
い
る
方
の
み
）、

高
額
療
養
費
な
ど
の
健
康
保
険

組
合
が
発
行
し
た
支
給
決
定
通

知
書
（
該
当
す
る
方
の
み
）
▼
申

請
先　

市
役
所
国
保
年
金
課
、
支

所
、
市
民
セ
ン
タ
ー

●
福
祉
医
療
費
と
確
定
申
告

　

福
祉
医
療
費
と
し
て
支
給
さ
れ

た
医
療
費
は
、
確
定
申
告
な
ど
の

医
療
費
控
除
に
お
い
て
「
医
療
費

を
補
填
す
る
保
険
金
等
」
に
あ
た

り
、
支
払
っ
た
医
療
費
の
額
か
ら

差
し
引
い
て
医
療
費
控
除
を
計
算

し
ま
す
。
な
お
、
確
定
申
告
で
医

療
費
控
除
と
し
て
申
告
し
た
医
療

費
を
福
祉
医
療
費
と
し
て
請
求
す

る
場
合
は
、
医
療
費
控
除
の
修
正

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ

医
療
費
・
食
事
代
の
限
度
額
な
ど

市
役
所
国
保
年
金
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
２
５

　

一
つ
の
医
療
機
関
で
の
医
療

費
・
食
事
代
の
限
度
額
な
ど
は
、

世
帯
の
課
税
状
況
に
よ
り
異
な
り

ま
す
（
左
表
）。
現
役
並
み
所
得

の
Ⅰ
・
Ⅱ
の
方
は
「
限
度
額
適
用

負担区分 負担
割合

医療費（高額療養費※１）
食事代
１食

自己負担額（月額）
外来
（個人）

外来＋入院
（世帯）

現
役
並
み
所
得

Ⅲ 住民税の課税所得690 万円以上

３割

252,600 円＋（医療費－ 842,000
円）×１％ [多数該当140,100円]

460 円
※２

Ⅱ 住民税の課税所得380 万円以上 690 万円未満
167,400 円＋（医療費－ 558,000
円）×１％  [多数該当93,000円]

Ⅰ 住民税の課税所得145 万円以上 380 万円未満
80,100 円＋（医療費－ 267,000
円）×１％ [ 多数該当 44,400 円 ]

一般 １割 18,000円※３ 57,600 円 [ 多数該当 44,400 円 ]

住民税非課税世帯※４
区分Ⅱ

１割 8,000 円
24,600 円 210 円

※５

区分Ⅰ 15,000 円 100 円

医療費・食事代の限度額など

※１　 過去 12 カ月以内に世帯の限度額を超えて高額療養費に３回以上該当し
ている場合は、４回目以降から [ 多数該当 ] の金額になります

※２　 平成 27 年４月１日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院
するまでは１食 260 円です。指定難病患者の方（区分Ⅰ・Ⅱに該当しな
い方）は、1食 260 円です

※３　 年間（令和元年８月から令和２年７月まで）の上限は 144,000 円です
※４　 区分Ⅰ… 世帯全員の各種所得（公的年金は控除額を 80 万円で計算）が

０円の方と、世帯全員が住民税非課税で被保険者本人が老齢福
祉年金を受給している方

　　　区分Ⅱ…住民税非課税世帯で、区分Ⅰに該当しない方
※５　 直近の 12 カ月間で入院が 91 日目からの食事代は 160 円です（県外の

後期高齢者医療や他の健康保険加入期間の入院日数も算定対象になりま
す）

認
定
証
」
を
、
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
医
療
機

関
の
窓
口
で
提
示
す
る
と
減
額
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

該
当
す
る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
申
請
先　

市
役
所
国
保
年
金

課
、
支
所
、
市
民
セ
ン
タ
ー

申
告
な
ど
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

・
第
３
号
被
保
険
者
期
間
中
に

初
診
日
が
あ
る
方
…
一
宮
年

金
事
務
所
（☎

０
５
８
６(

45)

１
４
１
８
）

「稲沢市プレミアム付商品券」
  ご利用はお早めに！

問合先　市役所商工観光課
　　　　

☎

0587(32)1332 
1006130

※ 期限を過ぎると使用できなくなります

使用期限
2月29日(土)

！

出
て
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
な
物　

国
民
健
康
保
険

証
、
在
学
証
明
書
、
世
帯
主
お
よ

び
子
ど
も
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分

か
る
も
の
、
届
け
出
す
る
方
の
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の
▼
届
出

先　

市
役
所
国
保
年
金
課
、
支

所
、
市
民
セ
ン
タ
ー

※
学
校
を
卒
業
し
た
と
き
や
社
会

保
険
に
加
入
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い


